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災害件数（令和6年1月～3月10日現在）
・火 災 1件（年間 1件）
・救 急 消防署 75件（年間 75件）

上流出張所 50件（年間 50件）
合 計 125件（年間 125件）

あなたが家族・友人を、家族・友人が地域を、
地域があなたの命を救う「救命の輪」を広げましょう！
大切な家族、友人が目の前で倒れた時、

救急車が到着するまでに何をすればいい
か分からないまま待ちますでしょうか？
心肺蘇生法や応急手当の方法を知って
いて、勇気をもって救命の第一歩を踏み
出すことができるなら助かる命が必ず
増えます！
那賀町消防署と上流出張所は普通救命

講習会及び応急手当講習会の開催依頼を
随時募集しております。公民館や体育館、
会社の会議室などに出向いたします。
消防署及び上流出張所でも実施すること
ができます。
那賀町に勤務、お住まいの皆さまから

のお申込みお待ちしております。

普通救命講習 応急手当講習

講習時間 ３時間
ご希望に
合わせて

開催人数 ５名程度から 条件なし

修 了 証 あり なし

参 加 費 無 料

申込方法

電話のみでも可能
（依頼文、名簿があれば

ご提出ください）

申 込 先

及び
問合せ先

那賀町消防署：0884-62-1119

上流出張所：0884-67-0625

【発 行】那賀町消防本部 〒771-5206 那賀町百合字石橋250番地 ℡0884-62-1191
那賀町消防署 ℡0884-62-1119 上流出張所 ℡0884-67-0625



昨年4月に採用された2名が消防学校や消防署での厳しい研修を終え、今年の4月
から各所属で勤務しますので、よろしくお願いします。

－那賀町消防本部の新たな戦力－

那賀町で働けることを心から嬉しく思っています。4月から
現場に出動しますが、町民の皆様に安心を与える消防職員に
なるために努めて参ります。
消防職員はもちろんのこと、消防団の方や町民の皆様とも

連携をとり、被害を最小限に抑え、防げる死亡を無くすことが
目標です。そのために日々の訓練で精進して参ります。

那賀町で消防士として働くことが幼い頃からの夢であり、
それを叶えることができ、とても嬉しく思います。
4月から現場に出動するために、この1年間訓練や勉強を全力

で取り組んできました。初出動は緊張すると思いますが、これ
までやってきた訓練や勉強を自信に変え、消防士として適切・
確実な活動ができるよう精一杯励みます。

新年度を迎え、異動などで職場の環境や役職が変わった方はいませんか？

防火管理者に選任されているまたは選任された方は、防火対象物の用途や面積、

収容人数に応じて、①消防計画の作成や②防火上必要となる消防用設備（消火器、

自動火災報知設備、屋内消火栓、避難器具、誘導灯、誘導標識、排煙設備など）

の点検や管理、③消火、避難、通報訓練の計画と実施に努めなければなりません。

人事異動に伴い、消防計画の内容を変更しなければならない場合があります。

役職や名前が変更されれれば、消防計画の内容も変更し消防署へ提出してください。

～防火・防災管理の新規・再講習のお知らせ～
防火管理者に選任されるためには、①管理的、監督的地位に

あることと②防火管理上必要な「知識・技能」を有している必要

があります。②を満たすため、一般的には「防火管理講習」の

過程を修了する必要があります。

令和６年度の各種講習日程などは右のQRコードを読み込むか、

「徳島県 防火管理者講習」と検索してください。

ご不明な点がございましたら、消防本部予防係または消防署

予防係までお問い合わせください。

（一財）徳島県
消防設備協会

全ての住宅に設置が義務付けられています 家族を守る 住宅用火災警報器

ふ
く
も
と

り
き
ま
る

福
本

力
丸

れ
ん
ぎ

こ
は
く

連
記

虎
白

20
歳

上
勝
町
出
身

19
歳

那
賀
町
出
身


